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【手続補正書】
【提出日】平成31年2月26日(2019.2.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリンジ本体（８）と、プランジャーロッド（１５’、１５’’、１５’’’、１５’
’’’）と、を備えるプレフィルドシリンジ（２０）であって、
　前記シリンジ本体（８）は、医療用流体（１０）が充填され、キャップ（１１）によっ
て閉鎖されるノズル（９）を前端部に備え、後端部は移動可能なプランジャー（１２）に
よって閉鎖され、
　前記プランジャーロッド（１５’、１５’’、１５’’’、１５’’’’）は、前記後
端部を介して前記シリンジ本体（８）に挿入可能であり、前端部には、該プランジャーロ
ッド（１５’、１５’’、１５’’’、１５’’’’）を前記プランジャー（１２）に接
続可能である接続部分（１）を有し、
　前記シリンジ本体（８）の中のプランジャーロッド（１５’、１５’’、１５’’’、
１５’’’’）をガイドする少なくとも３つの環状要素（２ａ、２ｂ、２ｃ）は、
　前記プランジャーロッド（１５’、１５’’、１５’’’、１５’’’’）の長手方向
軸の周りに少なくとも部分的に延在し、前記プランジャーロッド（１５’、１５’’、１
５’’’、１５’’’’）の前記接続部分（１）の後端部に配置されており、前記プラン
ジャーロッド（１５’、１５’’、１５’’’、１５’’’’）が前記プランジャー（１
２）に完全に接続されると、前記少なくとも３つの環状要素（２ａ、２ｂ、２ｃ）が前記
シリンジ本体内に位置するようになっている、プレフィルドシリンジ。
【請求項２】
　請求項１に記載のプレフィルドシリンジ（２０）であって、前記プレフィルドシリンジ
本体（８）内の前記プランジャー（１２）の位置及び前記プランジャーロッド（１５’、
１５’’、１５’’’、１５’’’’）における前記３つの環状要素（２ａ、２ｂ、２ｃ
）の前記位置は、第１のステップにおいて、前記プランジャーロッド（１５’、１５’’
、１５’’’、１５’’’’）がその接続部分（１）によって前記プランジャー（１２）
に配置される場合、前記前方の２つのリング（２ａ、２ｂ）が、前記シリンジ本体（８）
の前記内部に配置されるように互いに整合していることを特徴とする、プレフィルドシリ
ンジ。
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【請求項３】
　請求項１又は２に記載のプレフィルドシリンジ（２０）であって、前記３つの環状要素
（２ａ、２ｂ、２ｃ）の外径（Ｄ）は、前記シリンジ本体（８）の内径と同一であるか又
は前記シリンジ本体（８）の内径よりもいくらか小さいことを特徴とする、プレフィルド
シリンジ。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のプレフィルドシリンジ（２０）であって、前記３
つの環状要素（２ａ、２ｂ、２ｃ）の前記外径（Ｄ）は同一であることを特徴とする、プ
レフィルドシリンジ。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載のプレフィルドシリンジ（２０）であって、径方向
外方に延在するとともに好ましくは前記環状要素（２ａ、２ｂ、２ｃ）をともに接続する
ウイング要素（３ａ、３ｂ）が、前記プランジャーロッド（１５’、１５’’、１５’’
’、１５’’’’）の前記周囲にわたって、好ましくは個別に、前記環状要素（２ａ、２
ｂ、２ｃ）間に分散されて配置されることを特徴とする、プレフィルドシリンジ。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載のプレフィルドシリンジ（２０）であって、少なく
とも４つのウイング要素（３ａ、３ｂ）が、好ましくは互いに対して９０度の角度で、特
に個別に、前記環状要素（２ａ、２ｂ、２ｃ）間に配置されることを特徴とする、プレフ
ィルドシリンジ。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載のプレフィルドシリンジ（２０）であって、前記ウ
イング要素（３ａ、３ｂ）は、前記シリンジ本体（８）の前記内径と同一であるか又は前
記シリンジ本体（８）の前記内径よりもいくらか小さい外径（ＤＦ）を有することを特徴
とする、プレフィルドシリンジ。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載のプレフィルドシリンジ（２０）であって、前記ウ
イング要素（３ａ、３ｂ）は、前記環状要素（２ａ、２ｂ、２ｃ）の前記外径（Ｄ）と同
一の外径（ＤＦ）を有することを特徴とする、プレフィルドシリンジ。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載のプレフィルドシリンジ（２０）であって、前記ウ
イング要素（３ａ、３ｂ）は、前記環状要素（２ａ、２ｂ、２ｃ）の外径（Ｄ）よりも小
さい外径（ＤＦ）を有することを特徴とする、プレフィルドシリンジ。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載のプレフィルドシリンジ（２０）であって、前記ウ
イング要素（３ａ、３ｂ）の前記外径（ＤＦ）は、前記環状要素（２ａ、２ｂ、２ｃ）の
前記外径（Ｄ）に対して１ｍｍ～１０ｍｍ、好ましくは４ｍｍ～８ｍｍ低減されているこ
とを特徴とする、プレフィルドシリンジ。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載のプレフィルドシリンジ（２０）であって、前記
プランジャーロッド（１５’、１５’’、１５’’’、１５’’’’）は、前記プランジ
ャー（１２）に予め取り付けられることを特徴とする、プレフィルドシリンジ。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか１項に記載のプレフィルドシリンジ（２０）であって、前記
プランジャーロッド（１５’、１５’’、１５’’’、１５’’’’）は、好ましくは酸
素不透過性の外装内に、前記シリンジ本体（８）と並べて入れられることを特徴とする、
プレフィルドシリンジ。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか１項に記載の前記シリンジ（２０）を気密封入する内部を有
する、酸素不透過性の外装。
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【請求項１４】
　請求項１～１２のいずれか１項に記載のプレフィルドシリンジ（２０）用のプランジャ
ーロッド（１５’、１５’’、１５’’’、１５’’’’）であって、該プランジャーロ
ッド（１５’、１５’’、１５’’’、１５’’’’）をプランジャー（１２）に接続可
能である前端部の接続部分（１）を備え、
　前記シリンジ本体（８）の中のプランジャーロッド（１５’、１５’’、１５’’’、
１５’’’’）をガイドする少なくとも３つの環状要素（２ａ、２ｂ、２ｃ）は、
　該プランジャーロッド（１５’、１５’’、１５’’’、１５’’’’）の長手方向軸
の周りに少なくとも部分的に延在し、０．５ｍｍ≦Ｒ≦２０ｍｍ、好ましくは１ｍｍ≦Ｒ
≦１０ｍｍである距離Ｒを置いて配置され、前記接続部分（１）の後端部に配置されてい
る、プランジャーロッド。
【請求項１５】
　シリンジ本体（８）と、プランジャー（１２）と、請求項１４に記載のプランジャーロ
ッド（１５’、１５’’、１５’’’、１５’’’’）とを備えるシリンジ（２０）であ
って、前記プランジャー（１２）は、前記シリンジ本体（８）内に位置決め可能であり、
前記３つの環状要素（２ａ、２ｂ、２ｃ）は、前記プランジャーロッド（１５’、１５’
’、１５’’’、１５’’’’）に配置されており、前記プランジャーロッド（１５’、
１５’’、１５’’’、１５’’’’）が前記プランジャー（１２）に完全に接続される
と、前記３つの環状要素（２ａ、２ｂ、２ｃ）が前記シリンジ本体（８）内に位置するよ
うになっており、特に、前記シリンジ本体（８）には医療用流体（１０）が事前充填され
る、シリンジ。
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